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主 文

１ 原判決中被上告人Ｘ に関する部分を破棄する。１

２ その余の被上告人らに関する部分につき，原判決を

次のとおり変更する。

(1) 第１審判決中，被上告人Ｘ ，同Ｘ 及び同Ｘ に２ ３ ４

関する部分を取り消し，同部分につき，本件を大

阪地方裁判所に差し戻す。

(2) その余の被上告人らの控訴を棄却する。

３ 前項(2)の被上告人らの請求に関する控訴費用及び

上告費用は，同被上告人らの負担とする。

４ 本件訴訟のうち被上告人Ｘ に関する部分は，平成１

１９年１２月１３日同被上告人の死亡により終了し

た。

理 由

第１ 職権による検討

記録によれば，被上告人Ｘ は原判決言渡し前である平成１９年１２月１３日に１

死亡したことが明らかである。本件訴訟は，被上告人が死亡した場合においてはこ

れを承継する余地がなく当然に終了するものと解すべきであるから，原判決中同被

上告人に関する部分を破棄し，同被上告人の死亡により本件訴訟が終了したことを

宣言することとする。

第２ 上告代理人貝阿彌誠ほかの上告受理申立て理由について

１ 本件は，経済産業大臣がＡ（以下「Ａ」という。）に対し自転車競技法（平
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成１９年法律第８２号による改正前のもの。以下「法」という。）４条２項に基づ

き場外車券発売施設「サテライト大阪」（以下「本件施設」という。）の設置の許

可（以下「本件許可」という。）をしたところ，本件施設の周辺において病院等を

開設するなどして事業を営み又は居住する被上告人ら（被上告人Ｘ を除く。以下１

同じ。）が，本件許可は場外車券発売施設の設置許可要件を満たさない違法なもの

であるなどと主張して，上告人に対しその取消しを求める事案である。

２ 原審が確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。

(1) Ａは，大阪市中央区日本橋１丁目所在の土地（以下「本件敷地」とい

う。）に本件施設を設置することとし，経済産業大臣から平成１７年９月２６日付

けで本件許可を受けた。

(2) Ａが作成した資料によれば，本件施設は，鉄骨造，７階建て，地下１階の

建物（高さ２９．２ｍ，延べ床面積８１２１．３０㎡）であり，同社から競輪施行

者（岸和田市）に対して賃貸され，競輪施行者においてその運営等を行うこととさ

れている。また，本件施設における営業の日数として年間３４０日が予定され，１

日当たり約１７００人の来場が見込まれている。

(3) 本件敷地は，大阪市営地下鉄の日本橋駅及び近鉄奈良線の近鉄日本橋駅に

ほど近い大阪府道恵美須南森町線（堺筋）に面した商業地域に所在しており，建築

基準法４８条及び同法別表第二により場外車券発売施設（以下「場外施設」とい

う。）の設置が禁じられる地域やこれに隣接して所在するものではなく，また，こ

れらと同様の実質を備えた地域に所在するものでもない。被上告人らのうち，被上

告人Ｘ ，同Ｘ ，同Ｘ 及び同Ｘ は，それぞれ本件敷地から約１２０ｍ，約１８０２ ３ ４ ５

ｍ，約２００ｍ及び約８００ｍ離れた場所に，いずれも病院又は診療所を開設する
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医師である。その余の被上告人らは，いずれも，本件敷地から１０００ｍ以内の地

域において居住し又は事業を営む者である。

(4) 法４条２項は，経済産業大臣は，場外施設の設置許可の申請があったとき

は，申請に係る施設の位置，構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する

場合に限り，その許可をすることができる旨規定している。そして，これを受け，

自転車競技法施行規則（平成１８年経済産業省令第１２６号による改正前のもの。

以下「規則」という。）１５条１項は，上記の基準として，① 学校その他の文教

施設及び病院その他の医療施設（以下，これらを併せて「医療施設等」という。）

から相当の距離を有し，文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないこと

（同項１号。以下，この基準を「位置基準」という。），② 施設の規模，構造及

び設備並びにこれらの配置は周辺環境と調和したものであること（同項４号。以

下，この基準を「周辺環境調和基準」という。）を定めている。また，規則１４条

２項は，場外施設の設置許可申請書に，敷地の周辺から１０００ｍ以内の地域にあ

る医療施設等の位置及び名称を記載した場外施設付近の見取図，場外施設を中心と

する交通の状況図並びに場外施設の配置図を添付すべき旨を定めている。

３ 原審は，上記事実関係等の下において，次のとおり判示して，被上告人らは

いずれも本件許可の取消しを求める原告適格を有すると判断し，原告適格を否定し

て被上告人らの訴えをすべて却下した第１審判決を取り消して本件を第１審に差し

戻すべきものとした。

法及び規則の趣旨，目的に反する場外施設の設置許可がされた場合，そのような

施設に起因する善良な風俗及び生活環境に対する悪影響を直接的に受けるのは，当

該場外施設の周辺の一定範囲の地域において居住し又は事業を営む住民に限られ，
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その被害の程度は，居住地や事業地が当該場外施設に接近するにつれて増大する。

また，これらの住民が，当該地域において居住し又は事業を営み続けることにより

上記の被害を反復，継続して受けた場合，その被害は，これらの住民のストレス等

の健康被害や生活環境に係る著しい被害にも至りかねず，そのような被害を受けな

い利益は，一般的公益の中に吸収解消させることが困難なものである。規則が，場

外施設の設置許可申請者に対し，その敷地の周辺から１０００ｍ以内の地域にある

医療施設等の位置及び名称を記載した見取図を添付することを求め，また，位置基

準及び周辺環境調和基準を定めていることにかんがみると，これらの規定は，当該

場外施設の敷地の周辺から１０００ｍ以内の地域において居住し又は事業を営む住

民に対し，違法な場外施設の設置許可に起因する善良な風俗及び生活環境に対する

著しい被害を受けないという具体的利益を保護したものと解するのが相当であり，

被上告人らは，いずれも本件許可の取消しを求める原告適格を有するものと解され

る。

４ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次

のとおりである。

(1) 行政事件訴訟法９条は，取消訴訟の原告適格について規定するが，同条１

項にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは，当該

処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され，又は必然的に侵

害されるおそれのある者をいうのであり，当該処分を定めた行政法規が，不特定多

数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず，それが帰属

する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解され

る場合には，このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり，当該処
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分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は，当該処分の取

消訴訟における原告適格を有するものというべきである。

そして，処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有無を判

断するに当たっては，当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることな

く，当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及

び性質を考慮し，この場合において，当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっ

ては，当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参

酌し，当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては，当該処分がその根拠とな

る法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれ

が害される態様及び程度をも勘案すべきものである（同条２項，最高裁平成１６年

（行ヒ）第１１４号同１７年１２月７日大法廷判決・民集５９巻１０号２６４５頁

参照）。

(2) 上記の見地に立って，被上告人らが本件許可の取消しを求める原告適格を

有するか否かについて判断する。

ア 一般的に，場外施設が設置，運営された場合に周辺住民等が被る可能性のあ

る被害は，交通，風紀，教育など広い意味での生活環境の悪化であって，その設

置，運営により，直ちに周辺住民等の生命，身体の安全や健康が脅かされたり，そ

の財産に著しい被害が生じたりすることまでは想定し難いところである。そして，

このような生活環境に関する利益は，基本的には公益に属する利益というべきであ

って，法令に手掛りとなることが明らかな規定がないにもかかわらず，当然に，法

が周辺住民等において上記のような被害を受けないという利益を個々人の個別的利

益としても保護する趣旨を含むと解するのは困難といわざるを得ない。
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イ 位置基準は，場外施設が医療施設等から相当の距離を有し，当該場外施設に

おいて車券の発売等の営業が行われた場合に文教上又は保健衛生上著しい支障を来

すおそれがないことを，その設置許可要件の一つとして定めるものである。場外施

設が設置，運営されることに伴う上記の支障は，基本的には，その周辺に所在する

医療施設等を利用する児童，生徒，患者等の不特定多数者に生じ得るものであっ

て，かつ，それらの支障を除去することは，心身共に健康な青少年の育成や公衆衛

生の向上及び増進といった公益的な理念ないし要請と強くかかわるものである。そ

して，当該場外施設の設置，運営に伴う上記の支障が著しいものといえるか否か

は，単に個々の医療施設等に着目して判断されるべきものではなく，当該場外施設

の設置予定地及びその周辺の地域的特性，文教施設の種類・学区やその分布状況，

医療施設の規模・診療科目やその分布状況，当該場外施設が設置，運営された場合

に予想される周辺環境への影響等の事情をも考慮し，長期的観点に立って総合的に

判断されるべき事柄である。規則が，場外施設の設置許可申請書に，敷地の周辺か

ら１０００ｍ以内の地域にある医療施設等の位置及び名称を記載した見取図のほ

か，場外施設を中心とする交通の状況図及び場外施設の配置図を添付することを義

務付けたのも，このような公益的見地からする総合的判断を行う上での基礎資料を

提出させることにより，上記の判断をより的確に行うことができるようにするとこ

ろに重要な意義があるものと解される。

このように，法及び規則が位置基準によって保護しようとしているのは，第一次

的には，上記のような不特定多数者の利益であるところ，それは，性質上，一般的

公益に属する利益であって，原告適格を基礎付けるには足りないものであるといわ

ざるを得ない。したがって，場外施設の周辺において居住し又は事業（医療施設等
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に係る事業を除く。）を営むにすぎない者や，医療施設等の利用者は，位置基準を

根拠として場外施設の設置許可の取消しを求める原告適格を有しないものと解され

る。

ウ もっとも，場外施設は，多数の来場者が参集することによってその周辺に享

楽的な雰囲気や喧噪といった環境をもたらすものであるから，位置基準は，そのよ

うな環境の変化によって周辺の医療施設等の開設者が被る文教又は保健衛生にかか

わる業務上の支障について，特に国民の生活に及ぼす影響が大きいものとして，そ

の支障が著しいものである場合に当該場外施設の設置を禁止し当該医療施設等の開

設者の行う業務を保護する趣旨をも含む規定であると解することができる。したが

って，仮に当該場外施設が設置，運営されることに伴い，その周辺に所在する特定

の医療施設等に上記のような著しい支障が生ずるおそれが具体的に認められる場合

には，当該場外施設の設置許可が違法とされることもあることとなる。

このように，位置基準は，一般的公益を保護する趣旨に加えて，上記のような業

務上の支障が具体的に生ずるおそれのある医療施設等の開設者において，健全で静

穏な環境の下で円滑に業務を行うことのできる利益を，個々の開設者の個別的利益

として保護する趣旨をも含む規定であるというべきであるから，当該場外施設の設

置，運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区

域に医療施設等を開設する者は，位置基準を根拠として当該場外施設の設置許可の

取消しを求める原告適格を有するものと解される。そして，このような見地から，

当該医療施設等の開設者が上記の原告適格を有するか否かを判断するに当たって

は，当該場外施設が設置，運営された場合にその規模，周辺の交通等の地理的状況

等から合理的に予測される来場者の流れや滞留の状況等を考慮して，当該医療施設
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等が上記のような区域に所在しているか否かを，当該場外施設と当該医療施設等と

の距離や位置関係を中心として社会通念に照らし合理的に判断すべきものと解する

のが相当である。

なお，原審は，場外施設の設置許可申請書に，敷地の周辺から１０００ｍ以内の

地域にある医療施設等の位置及び名称を記載した見取図等を添付すべきことを義務

付ける定めがあることを一つの根拠として，上記地域において医療等の事業を営む

者一般に上記の原告適格を肯定している。確かに，上記見取図は，これに記載され

た個々の医療施設等に前記のような業務上の支障が生ずるか否かを審査する際の資

料の一つとなり得るものではあるが，場外施設の設置，運営が周辺の医療施設等に

対して及ぼす影響はその周辺の地理的状況等に応じて一様ではなく，上記の定めが

上記地域において医療等の事業を営むすべての者の利益を個別的利益としても保護

する趣旨を含むとまでは解し難いのであるから，このような地理的状況等を一切問

題とすることなく，これらの者すべてに一律に上記の原告適格が認められるとする

ことはできないものというべきである。

エ これを本件について見ると，前記事実関係等によれば，本件敷地の周辺にお

いて医療施設を開設する被上告人らのうち，被上告人Ｘ は，本件敷地の周辺から５

約８００ｍ離れた場所に医療施設を開設する者であり，本件敷地周辺の地理的状況

等にかんがみると，当該医療施設が本件施設の設置，運営により保健衛生上著しい

支障を来すおそれがあると位置的に認められる区域内に所在しているとは認められ

ないから，同被上告人は，位置基準を根拠として本件許可の取消しを求める原告適

２ ３ ４格を有しないと解される。これに対し，その余の被上告人Ｘ ，同Ｘ 及び同Ｘ

（以下，併せて「被上告人Ｘ ら３名」という。）は，いずれも本件敷地の周辺か２
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ら約１２０ｍないし２００ｍ離れた場所に医療施設を開設する者であり，前記の考

慮要素を勘案することなく上記の原告適格を有するか否かを的確に判断することは

困難というべきである。

オ 次に，周辺環境調和基準は，場外施設の規模，構造及び設備並びにこれらの

配置が周辺環境と調和したものであることをその設置許可要件の一つとして定める

ものである。同基準は，場外施設の規模が周辺に所在する建物とそぐわないほど大

規模なものであったり，いたずらに射幸心をあおる外観を呈しているなどの場合

に，当該場外施設の設置を不許可とする旨を定めたものであって，良好な風俗環境

を一般的に保護し，都市環境の悪化を防止するという公益的見地に立脚した規定と

解される。同基準が，場外施設周辺の居住環境との調和を求める趣旨を含む規定で

あると解したとしても，そのような観点からする規制は，基本的に，用途の異なる

建物の混在を防ぎ都市環境の秩序ある整備を図るという一般的公益を保護する見地

からする規制というべきである。また，「周辺環境と調和したもの」という文言自

体，甚だ漠然とした定めであって，位置基準が上記のように限定的要件を明確に定

めているのと比較して，そこから，場外施設の周辺に居住する者等の具体的利益を

個々人の個別的利益として保護する趣旨を読み取ることは困難といわざるを得な

い。

したがって，被上告人らは，周辺環境調和基準を根拠として本件許可の取消しを

求める原告適格を有するということはできないというべきである。

他に，被上告人Ｘ ら３名を除く被上告人らにおいて本件許可の取消しを求める２

原告適格を有すると認めるに足りる事情は存在しないから，これらの被上告人ら

は，本件許可の取消しを求める原告適格を有しないものと解される。
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５ 以上のとおり，被上告人らが本件許可の取消しを求める原告適格を有すると

した原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨

はこの趣旨をいうものとして理由があり，原判決のうち，被上告人Ｘ ら３名を除２

く被上告人らに関する部分は破棄を免れない。そして，第１審判決中，被上告人Ｘ

ら３名の訴えを却下した部分はこれを取り消し，同被上告人らが上記の原告適格２

を有するか否か等について更に審理を尽くさせるため，同部分につき，本件を第１

審に差し戻すのが相当である。また，第１審判決中，その余の被上告人らの訴えを

却下した部分に関する判断は，結論において相当であるから，同部分につき同被上

告人らの控訴を棄却することとする。これと異なる原判決は主文第２項のとおり変

更すべきである。

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 涌井紀夫 裁判官 宮川光治 裁判官

櫻井龍子 裁判官 金築誠志）


